
伊
賀
国
に
恥
け
る
郷
土
集
落
の
地
域
構
造

五

嵐

勉

十

は

じ

め

に

57 伊賀国における郷土集落の地域構造

歴
史
地
理
学
に
お
い
て
、
近
世
の
都
市
l
農
村
関
係
に
関
す
る
従
来
の
考
察
に
は
、
落
域
経
済
圏
の
地
域
構
造
を
め
ぐ
る
問
題
に
主
眼

が
置
か
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
藩
領
に
お
け
る
地
域
中
心
た
る
城
下
町
と
、
副
次
的
中
心
と
し
て
の
在
町
、
お
よ
び
そ
の
背
域
と
し
て

の
「
在
方
」
を
結
ぶ
商
品
流
通
を
中
心
と
し
て
、
市
場
圏
の
設
定
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
分
布
論
的
な
影
響
圏
の
設
定
が
意
図
さ
れ

て
き
た
ハ
1
)
。
そ
の
他
に
、
助
郷
圏
や
通
婚
固
に
関
す
る
研
究
も
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
か
か
る
藩
域
な
い
し
は
領
国
経
済
圏
の
形
成
に
は
、
そ
の
背
景
に
、
兵
農
分
離
に
よ
る
家
臣
団
の
城
下
町
集
住
、
商
品
農

業
の
進
展
、
お
よ
び
農
商
分
離
に
よ
る
地
域
的
、
か
つ
社
会
的
分
業
の
進
展
が
あ
っ
た
こ
と
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま

ち

か

た

ざ

い

か

た

じ

か

た

そ
れ
は
近
世
に
お
け
る
「
町
方
」
と
「
在
方
(
地
方
〉
」
と
い
う
呼
称
が
、
都
市
と
農
村
と
の
社
会
的
な
対
比
関
係
を
示
す
地
域
概
念

に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
点
を
再
認
識
す
る
と
、
近
世
に
お
け
る
都
市
1

農
村
関
係
の
考
察
に
は
、
経
済
的
機
能
の
側
面

か
ら
の
分
析
と
と
も
に
、
町
方
や
地
方
支
配
を
め
ぐ
る
行
政
機
構
に
も
注
目
し
、
行
政
的
機
能
の
地
域
構
造
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
と
い
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う
視
点
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

い
か
な
る
地
域
的
な
行
政
組
織
の
も
と
で
、
ど
の
よ
う
に
藩
域
経
済
圏
が
構
成
さ

れ
て
い
た
か
(
2
〉
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
近
世
に
お
け
る
都
市
i
農
村
関
係
が
、
領
国
経
営
、
す
な
わ
ち
、
地
域
空
間
の
組
織
化
の
問
題
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る

こ
と
に
注
目
し
て
、
考
察
を
進
め
た
い
。
か
か
る
点
か
ら
、
本
稿
は
、
藤
堂
藩
領
の
伊
賀
国
を
事
例
に
、
領
域
の
組
織
化
と
し
て
の
「
郷

士
制
度
」
と
い
う
地
方
統
治
機
構
に
よ
っ
て
成
立
し
た
「
郷
土
集
落
」
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
地
域
構
造
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
都

市
ー
農
村
関
係
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
際
に
、
ま
ず
「
郷
土
集
落
」
が
成
立
す
る
背
景
を
、
中
世
末
期
の
在
地
構
造
ゃ
、
藩
領
構
造
の
面
か
ら
分
析
し
、
次
に
「
郷
土
集

落
」
の
分
布
と
規
模
の
面
か
ら
空
間
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
と
く
に
、
郷
土
と
い
う
社
会
集
団
が
、
行
政
的
、
経
済
的
に
強
い
地
域

形
成
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
評
価
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
組
織
化
さ
れ
た
「
郷
土
集
落
」
の
地
域
構
造
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
す

V
Q

。

伊
賀
国
に
お
け
る
郷
土
集
落
の
成
立

付

郷
士
集
落
の
基
本
的
性
格

郷
土
集
落
と
は
、
広
義
に
は
「
郷
土
制
度
」
の
下
に
あ
っ
て
、
郷
土
の
居
住
す
る
集
落
と
規
定
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
郷
土

制
度
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
歴
史
学
や
社
会
経
済
史
学
な
ど
の
分
野
か
ら
の
研
究
例
が
豊
富
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ
の
よ
う
な
集
落
に
関

す
る
歴
史
地
理
学
的
な
考
察
が
、
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
た
め
に
、

い
ま
だ
に
そ
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。
考
察

を
進
め
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
「
郷
土
集
落
」
の
概
念
規
定
を
行
な
う
必
要
が
あ
ろ
う
。



一
般
に
、
郷
士
と
い
う
概
念
は
、
兵
農
分
離
に
よ
る
近
世
城
下
町
の
成
立
を
前
提
と
し
て
生
じ
た
城
下
在
中
の
武
士
に
対
し
て
、
郷
村

-
在
中
に
居
住
す
る
武
土
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
(
3
〉O

か
か
る
郷
土
制
度
は
、
幕
領
や
藩
領
に
少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
仙
台
藩
の
「
地
頭
」
、
米
沢
藩
の
「
陪
臣
」
や
「
給
人
」
(
4
u
、
水
戸
落
郷
土
ハ
5
v
、

土
佐
藩
の
「
百
人
衆
」

「
一
領
具

や

足」

(
6
〉
、
肥
後
藩
の
「
一
領
一
匹
」

(

7

)

、
薩
摩
藩
郷
土
門
8
V

お
よ
び
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
藤
堂
藩
の
「
無
足
人
」
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ

ぅ
。
こ
れ
ら
に
は
、

一
般
的
傾
向
と
し
て
、
東
国
や
西
国
の
辺
境
に
多
く
、
畿
内
に
少
な
い
と
い
う
地
域
的
特
色
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
兵

農
分
離
の
過
程
に
地
域
差
が
あ
り
、
そ
れ
に
中
世
の
在
地
構
造
や
近
世
の
藩
領
構
造
が
大
き
く
関
与
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な

L 、。
こ
の
よ
う
な
郷
土
制
度
は
、
地
域
的
に
も
、

ま
た
時
期
的
に
も
多
様
な
形
態
を
示
す
た
め
、
種
々
の
タ
イ
プ
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
に
関

伊賀国における郷土集落の地域構造

し
て
は
、
小
野
武
夫
に
よ
る
先
駆
的
な
研
究
が
あ
り
、
そ
の
性
格
と
種
類
と
が
分
類
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
氏
に
よ
る
と
、
郷
土

は
、
戦
闘
員
た
る
郷
土
と
し
て
の
①
特
置
郷
土
と
②
救
済
郷
土
、
非
戦
闘
員
と
し
て
の
①
旧
族
郷
土
と
@
登
用
郷
土
の
四
タ
イ
プ
に
分
け

ら
れ
る
と
い
う
す
v
o

ま
た
、
こ
の
分
類
を
う
け
て
、

岡
光
夫
は
、

郷
土
が
当
時
の
大
名
か
ら
如
何
な
る
処
遇
を
う
け
て
い
た
か
に
よ
っ

て
、
①
特
置
郷
土
を
家
臣
郷
土
と
し
、
②
救
済
郷
土
を
遺
臣
郷
土
に
、

ま
た
、
③
旧
族
郷
土
を
百
姓
郷
土
と
に
わ
け
で
い
る
白
)
O

こ
の

よ
う
な
郷
土
の
性
格
が
、
郷
土
制
度
に
も
と
ず
く
集
落
の
性
格
を
も
大
き
く
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

歴
史
地
理
学
に
お
け
る
「
郷
土
集
落
」
の
研
究
は
、
そ
の
事
例
が
少
な
い
が
、
故
長
井
政
太
郎
博
士
の
先
駆
的
研
究
が
特
筆
さ
れ
る
。

同
氏
は
、
伊
達
・
米
沢
・
上
杉
・
相
馬
の
諸
藩
に
お
け
る
地
頭
・
古
給
人
・
足
軽
な
ど
の
郷
土
集
団
の
集
落
と
し
て
、
足
軽
部
落
や
藩
境

防
衛
集
落
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
立
な
か
か
る
郷
土
集
落
は
、

先
の
小
野
武
夫
や
岡
光
夫
に
よ
る
郷
土
の
分
類
で
は
、

特
置
、
な
い

59 

L
は
家
臣
郷
土
と
な
ろ
う
。
同
様
に
、
こ
の
タ
イ
プ
の
典
型
と
し
て
は
、
薩
摩
藩
の
「
麓
」
集
落
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
薩
摩
藩
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の
郷
土
は
、
領
国
経
営
と
し
て
の
外
城
制
に
も
と
や
す
い
て
、
封
建
家
臣
団
を
構
成
す
る
下
級
武
士
を
在
中
に
居
住
せ
し
め
た
も
の
で
あ
っ

た
(30
か
か
る
郷
土
の
居
住
地
と
し
て
の
「
麓
」
集
落
に
つ
い
て
は
、
そ
の
成
立
時
期
や
機
能
の
点
に
関
し
て
、
太
田
喜
久
雄
自
〉
や
押

野
〈
船
越
〉
昭
生
(
日
〉
の
先
駆
的
な
研
究
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
麓
」

集
落
が
、

極
め
て
都
市
的
な
集
落
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
鈴

木
公
は
、
野
町
・
浦
町
の
実
態
と
近
代
以
後
の
変
容
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る

az
こ
れ
ら
の
家
臣
郷
土
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
集
落

は
、
そ
の
人
口
構
成
の
点
で
、
郷
土
が
圧
倒
的
に
多
数
を
占
め
る
こ
と
、
そ
し
て
、
と
き
に
は
、

マ
チ
と
し
て
発
達
し
て
い
る
こ
と
に
、

特
徴
が
見
出
さ
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、

か
か
る
郷
土
集
落
は
、
広
義
の
城
下
町
プ
ラ
ン
の
一
環
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、
行
政
的
・

経
済
的
機
能
も
か
な
り
集
積
し
て
い
る
。
前
述
の
押
野
昭
生
は
、
か
か
る
郷
土
の
地
域
形
成
力
と
集
落
の
行
政
的
機
能
に
つ
い
て
検
討
を

行
な
っ
て
い
る
白
〉
O

と
こ
ろ
で
、
郷
土
制
度
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
種
々
の
タ
イ
プ
が
み
ら
れ
る
の
で
、
郷
土
集
落
も
家
臣
(
特
置
)
郷
土
の
も
の
だ
け

で
は
な
く
、
遺
臣
(
救
済
〉
郷
土
、
百
姓
(
旧
族
)
郷
土
に
よ
る
集
落
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
近
世
中
期

以
降
は
、
金
納
に
よ
る
登
用
郷
土
も
増
加
す
る
の
で
、
郷
土
集
落
の
変
容
過
程
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
実
は
、

か
か
る

タ
イ
プ
の
集
落
の
方
が
、
前
述
の
タ
イ
プ
の
集
落
よ
り
も
、
よ
り
「
郷
土
」
的
な
の
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
た
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
タ
イ

プ
の
郷
土
は
、
非
家
臣
の
郷
土
で
あ
り
、
純
粋
に
在
中
(
地
方
)
に
居
住
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
家

臣
郷
土
は
、
岡
光
夫
が
指
摘
す
る
よ
う
に
(
担
、
在
郷
生
活
を
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
城
下
士
に
近
い
も
の
と
い
え
よ
う
。

遺
臣
な
い
し
は
百
姓
郷
土
は
、
中
世
末
期
の
地
侍
、
あ
る
い
は
在
地
小
領
主
に
そ
の
系
譜
を
遡
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
多
い
。
遺
臣

郷
土
と
し
て
は
、
土
佐
、
肥
後
藩
の
郷
土
が
あ
げ
ら
れ
、
百
姓
(
旧
族
〉
郷
土
と
し
て
は
、
藤
堂
藩
の
無
足
人
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
か
か

る
郷
土
集
団
の
集
落
は
、
中
世
に
お
け
る
豪
族
屋
敷
村
を
継
承
し
た
も
の
が
多
く
、
屋
敷
の
形
態
は
、
周
濠
や
土
盛
が
み
ら
れ
、
屋
根
型



に
も
特
徴
を
有
す
る
。
例
え
ば
、
池
田
雅
美
が
伊
達
藩
領
に
お
け
る
長
屋
門
屋
敷
や
郷
土
集
落
が
、
中
世
の
豪
族
屋
敷
に
ま
で
遡
及
で
き

る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
し
ハ
想
、
ま
た
、

先
述
の
麓
集
落
も
、

中
世
土
一
一
民
家
の
居
館
を
核
と
し
て
近
世
期
に
発
達
し
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な

っ
て
い
る

auo
藤
堂
藩
領
の
伊
賀
国
に
お
け
る
郷
土
|
「
無
足
人
」

な
ど
と
称
さ
れ
て

の
屋
敷
は
、

「
郷
土
屋
敷
」
あ
る
い
は
「
構
」

い
る
(
却
〉
。

以
上
の
点
か
ら
、
筆
者
は
、
郷
土
集
落
を
、
広
義
に
は
郷
土
集
団
の
居
住
す
る
集
落
と
し
、

よ
り
狭
義
に
は
そ
の
郷
土
と
居
住
地
が
、

中
世
に
系
譜
を
引
く
も
の
で
、
そ
れ
を
核
と
し
て
近
世
に
組
織
化
さ
れ
た
集
落
1

マ
チ
と
ム
ラ
を
含
む
ー
と
し
た
い
。

仁3

伊
賀
固
に
お
け
る
郷
土
集
落
の
成
立

中
世
の
伊
賀
国
に
お
い
て
は
、

石
母
田
正
が
論
じ
た
よ
う
に

av
東
大
寺
に
代
表
さ
れ
る
荘
園
領
主
の
勢
力
と
、
国
人
・
悪
党
と
称

伊賀国における郷土集落の地域構造

さ
れ
る
土
豪
の
勢
力
が
複
雑
に
対
立
拾
抗
す
る
な
か
で
社
会
が
進
展
し
た
。
特
に
、
中
世
後
期
に
は
、
在
地
小
領
主
た
る
土
豪
た
ち
は
、

圏
中
に
勢
力
を
伸
長
し
、
党
的
な
結
合
を
な
し
て
、
織
豊
政
権
に
激
し
く
抵
抗
し
た
が
、
戦
国
大
名
を
生
み
出
さ
ず
、
城
館
を
拠
点
と
し

て
集
落
を
形
成
し
た
盆
〉
。
し
か
し
、
天
正
九
年
(
一
五
八
一
)
の
信
長
に
よ
る
伊
賀
攻
め

(
「
天
正
伊
賀
の
乱
」
)

に
よ
っ
て
、
在
地
土

豪
は
破
れ
、
中
世
的
体
制
は
も
は
や
崩
壊
し
、
近
世
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
時
点
で
、
土
豪
層
は
国
外
へ
流
散
す
る
も
の
と
、

な
お
在
地
に
残
存
し
帰
農
す
る
も
の
と
に
わ
か
れ
た
の
で
あ
る
。

天
正
二
二
年
(
一
六

O
八
)
、
大
和
か
ら
移
封
さ
れ
た
筒
井
定
次
や
、
次
い
で
慶
長
三
年
三
六

O
八
)
、
伊
予
国
今
治
か
ら
移
封
さ
れ

た
藤
堂
高
虎
に
よ
る
領
国
経
営
は
、
地
下
町
の
建
設
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
土
豪
勢
力
の
懐
柔
を
主
と
す
る
地
方
統
治
に
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
藩
主
た
ち
は
、
土
豪
を
農
民
と
武
士
と
の
聞
に
位
置
づ
け
、
農
民
支
配
の
一
端
を
に
な
わ
せ
る
こ
と
で
、

か
れ
ら
の
村
落
内
に
お

61 

け
る
従
来
の
社
会
的
地
位
を
容
認
す
る
と
と
も
に
、
藩
へ
の
抵
抗
力
を
弱
め
る
こ
と
に
つ
と
め
た
。
ま
た
、
枢
要
の
地
を
占
め
る
外
様
の
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大
落
で
あ
る
た
め
、
軍
事
上
、
藩
境
の
防
備
に
も
配
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
ハ
号
。

こ
れ
が
、

「
無
足
人
」

と
呼
ば
れ
る
郷
土
制
度
を

生
む
結
果
と
な
っ
た
。

こ
の
無
足
人
は
、
落
か
ら
俸
禄
は
与
え
ら
れ
な
い
が
、
苗
字
帯
万
を
許
さ
れ
た
特
権
的
な
農
民
で
、
そ
の
職
階
は
、
無
足
人
頭
(
無
足

人
組
を
編
成
し
、
無
足
人
を
統
括
す
る
)

-
薮
回
り
無
足
人
・
御
目
見
無
足
人
(
大
庄
屋
・
庄
屋
・
問
屋
を
輩
出
す
る
)

-
山
廻
無
足
人

-
平
無
足
人
な
ど
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
彼
ら
無
足
人
は
、
毎
年
の
無
足
人
改
帳
に
登
録
さ
れ
る
が
、
伊
賀
一
国
に
及
ぶ
無
足
人

帳
は
、
今
の
と
こ
ろ
五
冊
残
存
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
全
て
を
分
析
し
た
久
保
文
雄
に
よ
る
と
ハ
号
、

総
数
で
天
明
三
年

(
一
七
八
三
)
の

一
八

O
九
人
か
ら
、
安
政
四
年
〈
一
八
五
八
)
ま
で
の
七
四
年
間
に
、
百
人
の
減
少
が
み
ら
れ
る
と
い
う
高
)
O

ま
た
、
村
落
内
に
あ
っ

て
は
、
特
権
的
な
身
分
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
土
地
所
有
の
面
で
の
上
農
層
と
い
う
裏
付
け
が
あ
り
、
被
官
を
有
し
て
い
る
無
足
人

も
み
ら
れ
る

ay
こ
れ
は
、

近
世
に
お
い
て
も
先
進
地
域
と
い
わ
れ
た
近
畿
地
方
に
あ
り
な
が
ら
、

小
農
の
自
立
が
依
然
と
し
て
進
展

し
に
く
い
後
進
的
な
村
落
構
造
を
示
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

次
に
、

か
か
る
郷
土
集
落
の
分
布
と
そ
の
規
模
、

お
よ
び
郷
土
集
団
の
領
域
組
織
の
面
か
ら
、
そ
の
空
間
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

郷
土
集
落
の
空
間
構
造

伊
賀
に
お
け
る
集
落
の
歴
史
的
発
達
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、

谷
岡
武
雄
と
福
永
正
三
に
よ
る
条
里
制
の
研
究
(
む
、

石
母
田
正
に

よ
る
東
大
寺
領
の
黒
田
荘
・
玉
滝
荘
を
は
じ
め
と
す
る
荘
園
村
落
の
研
究
〔
号
、
村
松
繁
樹
に
よ
る
通
史
的
研
究

ay
お
よ
び
福
永
正
三

に
よ
る
詳
細
な
集
落
誌
に
関
し
て
の
研
究
(
想
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、

近
世
村
落
、

特
に
郷
土
集
落
に
関
し
て
の
歴
史
地

理
学
か
ら
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
は
み
ら
れ
な
い
。
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 図 1 藩政府の分布

E近世後期， Ii'旧高旧領取調l候』による〕
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天明 3年 (1783)における無

足人

表 1

215(5) 

215(8) 

47 

1，332 

h竺
Cf天明 3年 (1783)伊賀国無足人帳」

によって作成〕

数

薮廻無足人(無足人頭)

御目見無足人(大庄屋)

山廻無足人

平無足人

計

伊
賀
国
に
お
け
る
集
落
は
、
柘
植
川
、
服
部
川
、

お
よ
び
伊
賀
川
に
沿
う
沖
積
低
地

人無足人の種 別

と
、
宇
陀
川
(
名
張
川
)
に
沿
う
小
盆
地
に
多
く
分
布
す
る
。
近
世
後
期
に
お
け
る
藩
政

村
の
分
布
を
、
図
1
に
示
し
た
。
藩
政
村
数
の
推
移
を
み
る
と
、
近
世
初
期
の
寛
文
四
年

(
一
六
六
五
〉
に
は
一
八
二
か
村
〈
型
、
中
期
に
は
一
九
八
か
村
〈
号
、

そ
し
て
幕
末
に
は

一
九
七
か
村
(
患
と
な
る
。
か
か
る
増
減
分
は
、

ほ
と
ん
ど
分
村
と
合
村
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
て
、
近
世
中
期
以
降
の
新
田
村
落
は
み
ら
れ
な
い
。
近
世
初
期
の
段
階
で
、
す
で
に

集
落
分
布
の
基
礎
が
た
か
ま
っ
て
い
た
も
の
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
藩
政
村
の
う
ち
か
ら
、
天
明
三
年
(
一
七
八
三
)
の
無
足
人
帳

a)

を
用
い
て
、
「
郷
土
集
落
」
を
析
出
し
て
み
よ
う
。
こ
の
無
足
人
帳
は
、
伊
賀
一
国
に
お

け
る
無
足
人
名
と
そ
の
居
村
を
記
載
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
金
納
に
よ
る
登
用
郷
土
が
ほ
と
ん
ど
含
ま
れ
て
い
な
い
た
め
、

「
郷
土
集

落
」
を
認
定
す
る
上
で
史
料
的
価
値
が
高
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
近
世
中
期
に
お
け
る
郷
土
集
落
の
分
布
と
規
模
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
記
載
さ
れ
た
無
足
人
の
総
数
は
、

村
は
一
八

O
か
村
を
数
え
、

一
八

O
九
名
を
数
え
る
。
そ
の
内
訳
は
、
表
1
に
示
し
た
。
こ
の
う
ち
、
無
足
人
の
居

ほ
ぼ
同
時
期
の
藩
政
村
数
一
九
八
か
村
の
約
九
割
を
占
め
る
。
図
2
に
そ
の
分
布
と
無
足
人
数
を
示
し
た

が
、
こ
こ
に
示
し
た
「
郷
土
集
落
」
は
、
広
義
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

こ
の
う
ち
、
無
足
人
数
が
多
い
村
落
は
、
阿
拝
郡
に
集
中
し
、
島
原
(
六
八
人
〉
、
下
柘
植
(
六
七
人
〉
、

玉
滝
〈
五
四
人
)
、
お
よ
び

川
東
(
四
三
人
)
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
名
張
郡
の
黒
田
(
一
二
二
一
人
)
と
安
部
田
(
三

O
人
〉
に
多
く
、
伊
賀
郡
、
山
田
郡
に
お
い
て
は
、

お
お
む
ね
二

O
人
以
下
と
少
な
い
。
こ
の
郷
土
数
規
模
は
、
も
ち
ろ
ん
集
落
規
模
と
関
係
し
て
く
る
の
で

λ

ほ
ぼ
同
時
期
と
推
定
さ
れ
る
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図 2 郷土集落の分布と郷土数規模(近世中期)

cr天明 3年伊賀国無足人帳」による〕



を
比
較
す
る
と
、
図
2
に
み
る
よ
う
に
、
島
原
、
玉
滝
、

『
宗
国
史
』
の
戸
数
規
模
を
み
る
と
、
表
2
の
よ
う
に
、
二

O
O戸
を
越
え
る
大
規
模
藩
政
村
は
一
五
か
村
と
な
る
。
こ
れ
と
郷
土
数
と

か
な
り
相
関
す
る
が
、
そ
れ
以
外
は
必
ず
し
も

66 

お
よ
び
下
柘
植
の
三
か
村
は
、

集
落
規
模
と
の
関
連
は
少
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
む
し
ろ
、
阿
拝
郡
の
玉
滝
村
は
、
近
江
国
(
亀
山
藩
)
の
甲
賀
口
を
お
さ
え
、
島
原
と

と
か
ら
、

下
柘
植
は
、
大
和
街
道
の
東
西
を
占
め
、
ま
た
黒
田
と
安
部
田
は
、
初
瀬
街
道
の
西
(
大
和
と
接
す
る
〉
を
占
め
る
枢
要
の
地
で
あ
る
こ

か
な
り
軍
事
的
に
編
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
盆
地
中
央
部
の
上
野
城
下
周
辺
と
伊
勢
国
と
接
す
る
伊
賀
郡

1-5人

Eヨ5-10

Uill]10-15 

Eヨ15-20

，田週20-25

盟副25-30

h 

近世郷別の 1村あたり平均無足人数(近世中期)

[!I宗国史』・「封彊志」によって作成〕

図 3

に
少
な
い
こ
と
か
ら
み
て
も
う
な
さ
つ
け
る
で
あ

ろ
う
。
か
か
る
点
で
、
郷
土
集
落
が
落
境
防
備

の
性
格
を
有
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ

う

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
郷
土
集
落
の
分
布
に

は
中
世
の
在
地
構
造
が
少
な
か
ら
ず
反
映
さ
れ

て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
歴
史
的
領
域
と
し

て
の
近
世
の
「
郷
」
は
、
中
世
的
性
格
を
継
承

す
る
場
合
が
あ
る
が
ハ
号
、
図
3
に
示
し
た
よ

う
に
、
郷
別
に
み
た
一
村
あ
た
り
の
無
足
人
数

を
み
る
と
、
こ
の
点
に
つ
い
て
か
な
り
あ
て
は

ま
る
。
す
な
わ
ち
島
原
郷
、

壬
生
郷
、
北
五
箇
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図 4有力郷士(薮廻無足人)の「組」領域(近世中期)

Cf天明 3年(1783)伊賀国無足人候」による〕
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郷
、
柘
植
郷
、
お
よ
び
安
部
田
郷
に
お
い
て
、
そ
の
数
が
卓
越
す
る
。
か
か
る
諸
郷
は
、

い
ず
れ
も
山
聞
の
小
支
谷
に
展
開
す
る
郷
村
で

あ
り
、

し
た
が
っ
て
後
進
的
な
地
域
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
中
世
的
な
性
格
の
残
存
度
が
比
較
的
高
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
自
〉
O

か
か
る
地
域
性
が
、
郷
土
集
落
の
規
模
と
大
き
く
か
か
わ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
郷
土
集
落
を
構
成
す
る
郷
土
集
団
は
、
平
無
足
人
と
呼
ば
れ
る
格
の
低
い
郷
土
を
多
数
含
ん
で
い
る
た
め
、
必
ず
し
も
狭
義
の

郷
土
集
落
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
こ
で
、
最
も
有
力
な
郷
土
集
団
を
な
す
薮
回
り
無
足
人
に
つ
い
て
み
る
と
、
郷
土
集
落
は
か
な
り
限
定

さ
れ
て
こ
よ
う
。
か
か
る
有
力
郷
土
集
団
は
、

「
有
筋
」
の
者
で
あ
っ
て
〈
む
、

中
世
以
来
の
土
豪
に
系
譜
を
有
す
も
の
が
多
い
。

こ
の

郷
土
集
団
は
、
二
六
人
を
一
組
と
し
て
五
組
に
編
成
さ
れ
た
。
こ
の
組
頭
(
棟
梁
)
は
、
西
之
沢
村
の
家
喜
、
川
西
村
の
中
矢
、
荒
木
村

の
海
津
、
治
田
村
の
治
団
、

お
よ
び
黒
田
村
の
保
田
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
近
世
後
期
ま
で
変
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
の
組
に
属
す
る
村

落
は
、
図
4
の
通
り
で
あ
る
。
総
数
で
、
六
六
か
村
で
あ
り
、
全
藩
政
村
数
の
約
三
割
を
し
め
る
。
こ
れ
は
、
狭
義
の
郷
土
集
落
と
み
な

さ
れ
る
。
そ
の
分
布
を
み
る
と
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
軍
事
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の
編
成
領
域
は
、

円
的
で
は
な
く
か
な
り
錯
綜
し
て
お
り
、

一
村
で
二
つ
の
組
に
属
し
て
い
る
藩
政
村
が
六
か
村
み
ら
れ
る
。
こ
こ
に
、
中
世
後
期
以
来
の

党
的
結
合
の
要
素
を
か
な
り
持
ち
な
が
ら
も
、
や
は
り
藩
権
力
に
よ
る
牽
制
の
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
郷
土
集
落
の
分
布
形
態
か
ら
、
藩
境
防
備
と
い
う
軍
事
的
な
側
面
と
郷
土
集
団
の
牽
制
と
い
う
藩
政
上
の
意
図
が
み

ら
れ
る
反
面
、
中
世
の
在
地
構
造
が
そ
の
分
布
に
か
な
り
の
影
響
を
有
し
て
い
る
と
い
う
空
間
構
造
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
、

iJミ

か
る
郷
土
集
落
の
社
会
的
機
能
の
面
か
ら
、
そ
の
地
域
構
造
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
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五日~I

100 198 42 26 61 69 ムー==日

(11宗国史dI(伊賀志)によって作成コ

四

郷
土
集
落
の
地
域
構
造

郷
土
と
い
う
社
会
集
団
が
果
し
た
社
会
的
な
機
能
と
し
て
は
、
地
方
支

配
の
一
端
を
に
な
う
行
政
機
能
と
、
問
屋
に
代
表
さ
れ
る
初
期
商
業
資
本

家
と
し
て
の
経
済
的
な
機
能
が
あ
げ
ら
れ
る
。
か
か
る
郷
土
の
社
会
的
機

能
と
そ
の
地
域
構
造
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

ま
ず
、
郷
土
集
落
の
行
政
的
機
能
に
つ
い
て
み
る
と
、
諸
藩
に
お
け
る

郷
土
集
団
が
、
村
役
人
と
し
て
地
方
統
治
の
一
端
を
に
な
っ
た
こ
と
は
、

す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
ハ
号
。

し
か
し
、

伊
賀
国
に

お
い
て
は
、
庄
屋
に
限
ら
ず
、
藩
と
村
と
の
中
間
的
地
方
統
治
機
構
の
一

か
か
る
郷
土
層
に
求
め
ら
れ
る
点
に

翼
を
に
な
っ
た
大
圧
屋
の
出
自
も
、

特
徴
が
あ
ろ
う
。

一
般
に
、
大
庄
屋
は
、
中
世
の
土
豪
に
系
譜
を
も
つ
も

の
が
多
い
が
、
近
世
の
郷
土
が
そ
の
職
を
占
有
す
る
例
は
、
管
見
に
よ
れ

ば
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

伊
賀
に
お
け
る
大
庄
屋
は
、
御
目
見
無
足
人
(
表
1
参
照
〉
の
中
か
ら
任

命
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
無
足
人
組
頭
の
よ
う
に
世
襲
的
で
は

な
く
、
時
に
よ
っ
て
は
八

t
一
O
人
に
よ
っ
て
大
庄
屋
管
轄
区
「
組
」
(
哲
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構

機

機

成

係

加
判
奉
行
|
郡
奉
行
|
郷
代
官

1
1大
庄
屋
(
組
)
|
圧
屋
組
合
頭
(
組
)
|
圧
屋
|
年
寄
|
組
頭
1
農

民

治

編

関

一

↓

B
i
l
l
i
-
-
1
l
i
l
i
a
-
-
l
i
l
i
-
-
-

↓

↓

統

土

の

一

一

v

-

一

方

郷

と

一
|
|
無
足
人
頭
(
組
)
|
薮
廻
無
足
人
|
御
目
見
無
足
人
|
山
廻
・
平
無
足
人
地
と
構

図 5

が
編
成
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
固
定
的
も
な
の
で
は
な
か
っ
た
。

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
組
」

の
領
域
編
成
と
し
て
は
、

o
l二
O
数
か
村
を
一
組
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
ハ
。
、
そ
の
居
村
を
示
す
よ
う
な
史
料
は
、

断
片
的
な
地
方
文
書
に
限
ら
れ
、

藩

政
史
料
が
極
め
て
少
な
く
、
詳
細
に
つ
い
て
は
な
お
不
明
な
点
が
多
い
。
こ
の
大
庄
屋
の
行
政
的
役
割
と
し
て
は
、
落
と
村
と
の
中
聞
に

あ
っ
て
、
勧
農
徴
税
、

お
よ
び
訴
訟
な
ど
に
関
す
る
執
務
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

か
か
る
大
庄
屋
の
行
政
機
能
と
郷
土
集
落
の
関
係
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

伊
賀
国
に
お
け
る
地
方
の
行
政
機
構
は
、
図
5
に
み
る
よ
う
に
、
郷
土
の
編
成
機
構
と
密
接
に
関
係
す
る
。
す
な
わ
ち
、
郷
代
官
の
下

に
は
、
大
庄
屋
と
と
も
に
、
無
足
人
頭
を
頂
点
と
す
る
郷
土
集
団
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
彼
ら
の
多
く
は
、
大
庄
屋
と
庄
屋
職
を
占
有
す

る
の
で
、
地
方
統
治
の
機
構
と
郷
土
の
編
成
機
構
と
が
複
雑
に
入
組
む
結
果
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
無
足
人
の
新
規
登
用
や
、
そ
の
他
の

無
足
人
に
か
か
わ
る
執
務
に
大
庄
屋
が
か
な
り
関
与
す
る
こ
と
に
な
る

auo

し
か
し
、
こ
の
大
庄
屋
と
圧
屋
職
を
占
有
す
る
無
足
人
の
居
村
は
、
図
6
に
示
す
よ
う
に
、
先
述
し
た
郷
土
集
落
(
図
2

・4
参
照
)

と
は
、
必
ず
し
も
明
確
な
一
致
を
み
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
む
し
ろ
、
狭
義
の
郷
土
集
落
か
ら
行
政
機
能
を
分
散
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
も

考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
政
的
機
能
が
集
積
す
る
集
落
が
、
有
力
郷
土
の
居
村
、

お
よ
び
郷
土
集
団
の
規
模
が
大
き
い
集
落
で
は
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な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、

一
つ
に
は
大
庄
屋
職
が
世
襲
制
で
な
く
、
度
々
変
更
が
あ
る
こ
と
や
、
行
政
能
力
が
重
視
さ
れ
る
た
め

で
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
速
断
は
許
さ
れ
な
い
が
、
郷
土
と
し
て
の
職
権
と
地
方
役
人
と
し
て
の
そ
れ
と
が
集
中
す
る
こ
と

の
な
い
よ
う
に
し
た
藩
政
上
の
意
図
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
大
庄
屋
管
轄
区
「
組
」
の
領
域
組
織
を
明
示
す
る
記
録
が
ほ

と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
こ
と
や
、
藩
政
史
料
で
あ
る
『
宗
国
史
』
に
頻
出
す
る
「
組
」
が
、
大
庄
屋
「
組
」
を
示
す
も
の
な
の
か
、
あ
る
い

は
無
足
人
「
組
」
や
庄
屋
組
合
「
組
」
を
示
す
も
の
な
の
か
、
そ
の
職
権
範
囲
が
明
確
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
暖
昧
な
領
域
概
念
で
あ
る

こ
と
か
ら
も
裏
付
け
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
郷
土
集
落
を
核
と
す
る
地
方
の
行
政
機
能
の
場
と
し
て
の
歴
史
的
領
域
は
、
ど
の
よ
う
に

し
て
経
済
的
に
確
立
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
か

auo

兵
農
分
離
の
不
徹
底
さ
に
よ
る
郷
土
制
度
は
、
在
方
に
行
政
的
機
能
の
集
積
す
る
郷
土
集
落
を
成
立
せ
し
め
た
が
、

さ
ら
に
農
商
分
離

に
よ
っ
て
も
、
地
域
空
間
の
組
織
化
が
計
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
ま
ず
在
村
商
業
の
禁
止
令
に
よ
る
城
下
町
商
業
の
保
護
育
成
策
に
み
ら
れ

る
。
伊
賀
国
に
お
け
る
か
か
る
農
商
分
離
は
、
藤
堂
高
虎
入
部
後
の
慶
長
一

O
年

三

六

O
五
〉
に
始
ま
る
。
そ
れ
は
、

上
野
町
ミ
在
、
q

御
書
井
触
状
写
(
哲

園
中
消
λ

り
九
ソ
か
ひ
之
儀
上
野
町
井
な
ん
は
り
之
町
あ
を
之
町
に
て
商
責
可
仕
候
右
之
外
ニ
而
う
り
か
ひ
堅
令
停
止
者
也

慶

長

十

年

十

一

月

五

日

和

泉

守

御
判

伊
賀
上
野
町
中

と
あ
り
、
商
業
が
、
城
下
町
上
野
と
在
町
名
張
、

お
よ
び
阿
保
に
限
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
名
張
町
は
築
瀬
村
、
阿
保
町
は
阿

保
村
で
あ
っ
て
、
行
政
上
は
地
方
で
あ
る
。
名
張
と
阿
保
の
マ
チ
は
、
初
瀬
街
道
(
伊
勢
道
)
の
東
西
に
あ
り
、
交
通
の
要
地
を
な
し
宿

場
機
能
も
そ
な
え
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
三
町
は
、
集
落
規
模
か
ら
み
て
、
上
野
城
下
が
第
一
次
中
心
、
名
張
が
第
二
次
中
心
、
そ
し
て
阿



73 伊賀国における郷土集落の地域構造

図 7 マチと郷土問屋の分布

E市場は福永正三による〕



74 

保
が
第
三
次
の
中
心
と
な
ろ
う
♀
〉

O

か
か
る
禁
止
令
は
、
そ
の
後
、
寛
永
八
年
(
一
六
三
一
)
に
も
出
さ
れ
て
お
り

av
近
世
初
期
に

お
い
て
は
、
実
際
に
は
、
こ
れ
以
外
に
も
商
買
が
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
中
世
か
ら
の
市
場
集
落
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
図
7
は

マ
チ
の
分
布
と
、
中
世
市
場
集
落
の
分
布
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
福
永
正
三
に
よ
る
と
、
市
場
集
落
は
、
伊
賀
郡
中
央
部
の
名
張
街
道

-
上
野
街
道
に
沿
っ
て
最
も
多
く
分
布
す
る
。
し
か
し
、

か
か
る
市
場
集
落
は
、
近
世
に
な
る
と
上
野
か
ら
半
径
一

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、

阿
保
か
ら
半
径
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
勢
力
圏
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
三
つ
の
町
の
他
に
も
、
多
数
の
マ
チ
も
み
ら
れ
る
。

『
宗
国
史
』
に
は
、
馬
次
の
宿
駅
と
し
て
、

「
嶋
原
町
・
佐
那
具

町
・
上
柘
植
町
・
上
阿
波
町
・
才
良
町
・
山
田
町
・
伊
勢
地
町
」
の
計
七
つ
の
マ
チ
が
記
載
さ
れ
て
い
る
昌
三
こ
の
宿
駅
は
、

運
送
に

限
ら
ず
宿
場
と
し
て
の
機
能
も
に
な
う
が
、
商
業
機
能
を
も
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
担
い
手
が
、
郷
土
集
団
で
も
あ
っ
た
。

近
世
中
期
以
降
に
な
る
と
、
有
力
郷
土
で
あ
る
御
目
見
無
足
人
(
地
土
)
の
中
に
は
、
問
屋
に
な
る
も
の
も
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
天
明
三
年
の
無
足
人
帳
に
は
、
上
柘
植
の
富
岡
と
山
田
の
和
田
な
る
無
足
人
問
屋
が
み
ら
れ
る
し
、
近
世
後
期
に
な
る
と
弘
化

二
年
(
一
八
四
五
)
の
無
足
人
帳
ハ
哲
に
は
、
上
柘
植
の
福
地
・
嶋
原
の
富
岡
・
阿
保
の
秋
永
・
お
よ
び
平
田

(
山
田
)

の
和
田
の
四
名

が
あ
ら
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
柘
植
・
嶋
原
・
平
田
・
阿
保
の
四
つ
の
マ
チ
に
初
期
商
業
資
本
家
と
し
て
の
「
郷
土
問
屋
」
が
み
ら

れ
た
の
で
あ
る
(
図
7
参
照
)
。
か
か
る
在
郷
商
人
を
輩
出
し
た
マ
チ
が
郷
土
集
落
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

注
目
に
値
し
よ
う
。
無
足
人
帳

に
は
、
商
業
の
職
種
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
久
保
文
雄
の
研
究
に
よ
る
と
、
油
屋
・
米
問
屋
お
よ
び

酒
屋
等
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
も
っ
と
多
数
の
郷
土
問
屋
が
み
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
在
村
工
業
に
た
ず
さ
わ
る
郷
土
も
み
ら
れ
た
と
い

う
お
)
。
こ
の
傾
向
は
、
近
世
後
期
に
な
っ
て
み
ら
れ
て
く
る
も
の
で
あ
っ
て
、
金
納
に
よ
る
登
用
郷
土
が
増
加
し
て
き
た
こ
と
と
も
関

連
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
マ
チ
と
し
て
の
郷
土
集
落
に
居
住
す
る
郷
土
問
屋
が
城
下
町
と
在
町
商
業
の
経
済
的
機
能
の
一
翼
を
に
な



っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
郷
土
集
落
に
は
、
行
政
的
経
済
的
機
能
が
か
な
り
集
積
し
、

マ
チ
と
村
と
を
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
郷
土
集
落
は
、

か
な
り
の
点
で
組
織
化
さ
れ
た
地
域
構
造
を
な
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

五

お

わ

り

に

郷
土
集
落
の
成
立
に
は
、
中
世
の
土
豪
勢
力
の
曙
掘
す
る
在
地
構
造
が
反
映
さ
れ
て
い
た
。
近
世
を
む
か
え
、
か
か
る
中
世
的
遺
制
を

払
拭
し
、
領
域
を
組
織
化
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
土
豪
勢
力
を
懐
柔
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
郷
土
集
落
の
分
布
は
、
中
世
的

遺
制
の
残
存
度
が
高
い
地
域
に
卓
越
し
、
同
時
に
そ
れ
は
外
様
の
藩
領
と
い
う
近
世
的
な
所
領
の
性
格
か
ら
、
藩
境
防
備
と
い
う
軍
事
的

伊賀国における郷土集落の地域造構

な
分
布
傾
向
を
有
し
て
い
た
。
し
か
も
、
郷
土
集
団
の
党
的
再
結
合
を
防
ぐ
意
味
で
、
郷
土
の
領
域
組
織
が
錯
綜
す
る
と
い
う
空
間
構
造

が
み
と
め
ら
れ
た
。

ま
た
、
か
か
る
郷
土
集
落
に
居
住
す
る
特
権
的
な
社
会
集
団
と
し
て
の
郷
土
層
は
、
地
方
統
治
の
行
政
機
構
に
組
み
込
ま
れ
、
行
政
機

能
の
一
端
を
に
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
郷
土
と
し
て
の
職
権
と
地
方
役
人
と
し
て
の
職
権
は
未
分
離
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、

カミ

か
る
郷
土
集
団
は
、
経
済
的
機
能
も
有
し
て
お
り
、
在
郷
商
人
へ
と
成
長
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
社
会
的
機
能
に
よ
っ
て
マ
チ
と
深

く
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
封
建
領
域
に
お
け
る
都
市
と
農
村
は
、
伊
賀
固
に
み
る
よ
う
に
、
郷
土
集
団
の
社
会
的
機
能
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
る

場
合
も
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
か
か
る
郷
土
集
団
の
居
住
す
る
郷
土
集
落
が
、
伊
賀
固
に
お
け
る
都
市
と
農
村
の
空
間
組
織
を

75 

考
察
す
る
上
で
、
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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付

記

本
稿
は
、
立
命
館
大
学
に
提
出
し
た
修
士
論
文
の
一
部
を
加
筆
、
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
作
成
に
あ
た
り
、
御
指
導
を
賜
わ
り
ま
し
た
谷
阿
武
雄

先
生
、
日
下
雅
義
先
生
、
鈴
木
宮
志
郎
先
生
を
は
じ
め
と
し
ま
す
立
命
館
大
学
地
理
学
教
室
の
先
生
方
、
な
ら
び
に
京
都
大
学
の
浮
回
典
良
先
生
に
厚

く
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。
本
稿
の
骨
子
は
、
歴
史
地
理
学
会
第
二
六
回
大
会
(
於
立
命
館
大
学
)
で
発
表
を
行
な
っ
た
。

士
-

(
1
)

た
と
え
ば
、
西
村
陸
男
編
『
藩
領
の
歴
史
地
理
|
萩
藩

I
』
、
大
明
堂
、

直
・
西
村
陸
男
に
よ
る
一
連
の
市
町
研
究
に
代
表
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(
2
)

大
石
慎
一
ニ
郎
「
藩
領
経
済
(
市
場
)
圏
の
成
立
と
そ
の
構
造
|
戦
国
末
期
的
市
場
と
近
世
的
市
場
|
」
、
(
『
日
本
近
世
社
会
の
市
場
構
造
』
、
岩

波
書
底
、
一
九
七
五
)
、
二
三

1
七
一
一
良

(
3
)

森
田
誠
一
「
郷
土
制
に
み
る
藩
政
史
の
特
徴
」
(
『
近
世
に
お
け
る
在
町
の
展
開
と
藩
政
l
熊
本
藩
を
中
心
と
し
て
|
』
、
山
川
出
版
社
、
一
九

八
二
)
、
二
四
七

1
二
九
三
頁

(
4
)

長
井
政
太
郎
「
東
北
地
方
に
お
け
る
郷
土
集
落
に
つ
い
て
付
・
伺
」
、
地
理
学
評
論
、
二
九
|
一
一
・
一
二
、
一
九
五
六

(
5
)

瀬
谷
義
彦
「
水
戸
藩
に
お
け
る
郷
土
制
度
の
史
的
考
察
」
、
茨
城
大
学
文
理
学
部
紀
要
(
人
文
科
学
)
一
、
一
九
五
一

(
6
)

後
藤
靖
「
土
佐
藩
郷
土
の
解
体
過
程
に
つ
い
て
」
立
命
館
経
済
学
七
|
三
・
五
、
一
九
五
八
、
石
躍
胤
夫
「
土
佐
藩
初
期
藩
政
の
展
開
と
郷

士
制
度
の
役
割
」
、
史
林
四
五
|
四
、
一
九
六
二

(
7
)

原
口
宗
久
「
肥
後
藩
に
お
け
る
郷
土
制
度
」
(
小
葉
田
淳
教
授
退
官
記
念
『
国
史
論
集
』
、
一
九
六
九
)
、
七
七
三

t
七
九
二
頁

(
8
)

中
村
徳
五
郎
「
薩
藩
外
城
制
度
の
研
究
付
J
帥
」
、
歴
史
地
理
、
五
O
|
二

t
五
、
一
九
二
八
、
太
田
喜
久
雄
『
薩
藩
領
麓
の
研
究
』
、
地
球
一

五
l
五

t
六
、
一
九
一
一
一
一

(
9
)

小
野
武
夫
『
郷
土
制
度
の
研
究
』
、
大
岡
山
書
府
、
一
九
二
五
、
七
二
一
貝

(
日
)
岡
光
夫
「
郷
土
制
に
関
す
る
諸
問
題
」
(
吉
川
秀
造
編
『
近
畿
郷
土
村
落
の
研
究
』
、
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、

一一一

i
三
三
五
頁

(
日
)
長
井
政
太
郎
『
上
杉
藩
の
郷
士
緊
落
の
研
究
』
山
形
県
郷
土
研
究
叢
室
弓
第
六
輯
、

一
九
六
八
年
に
所
収
さ
れ
て
い
る
、
小
林
健
太
郎
・
木
村
辰
男
・
武
藤

一
九
三
九
)
、
一
一
一
一
一

一
九
一
一
、
お
よ
び
前
掲
(
4
)



(
ロ
)
前
掲
(
8
)

(
日
)
前
掲
(
8
)

(
日
比
)
押
野
昭
生
「
『
麓
』
集
落
に
関
す
る
こ
・
コ
一
の
検
討
」
、
史
林
四

O
l四
、
-
九
五
七

(
日
)
鈴
木
公
『
鹿
児
島
に
お
け
る
麓
・
野
町
・
浦
町
の
地
理
学
的
研
究
』
、
私
書
版
、
一
九
七

O

(
時
)
前
掲
(
比
)

〈
げ
)
前
掲

(m)

(
路
)
池
田
雅
美
『
み
ち
の
く
の
風
土
ー
そ
の
地
誌
学
的
研
究
|
』
、
古
今
書
院
、
一
九
八
一
、
一
八

t
一
O
八
頁

(
四
)
前
掲
(
U
)

(
却
)
「
構
(
カ
マ
イ
)
」
に
つ
い
て
、
谷
岡
武
雄
は
中
世
的
防
御
集
落
と
し
、
豪
族
屋
敷
村
の
系
統
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
播
磨
を
事
例

に
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
播
磨
に
限
ら
ず
、
近
江
の
八
日
市
に
も
み
ら
れ
る
と
い
う
。
谷
岡
武
雄
『
平
野
の
地
理
』
古
今
書
院
、
一
九

六
三
、
二
二
九
真
。
同
『
平
野
の
開
発
』
古
今
書
院
、
一
九
六
四
、
二

O
一
J
二
O
六
頁

ま
た
、
「
郷
土
屋
敷
」
は
通
称
で
あ
っ
て
、
『
伊
賀
小
場
名
寄
帳
』
(
上
野
市
立
図
書
館
蔵
文
書
)
に
は
、
「
広
岡
屋
敷
」
、
「
殿
屋
敷
」
、
「
構
居
」

「
北
構
居
」
な
ど
と
い
う
「
小
場
」
名
で
記
載
さ
れ
る
。
こ
の
小
場
は
、
伊
賀
に
お
け
る
地
域
的
社
会
単
位
の
呼
称
で
あ
り
、
紀
州
に
お
け
る

「
小
名
」
と
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
伊
賀
国
に
お
け
る
藩
政
村
の
集
落
構
成
」
、
昭
和
五
八
年
度
人
文
地
理
学
会

大
会
、
発
表
要
旨
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
幻
)
石
母
田
正
『
中
世
的
世
界
の
形
成
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
七

(
担
)
伊
賀
に
お
け
る
中
世
城
館
に
つ
い
て
は
、
『
三
園
地
誌
(
宝
暦
一
一
一
一
年
)
』
の
古
蹟
部
に
、
多
数
記
載
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
の
遺
構
に
つ
い
て
の

調
査
報
告
が
、
三
重
県
教
育
委
員
会
編
『
三
重
の
中
世
城
館
』
、
一
九
七
七
、
に
な
さ
れ
て
い
る
。

(
お
)
寺
尾
宏
二
「
無
足
人
の
研
究
l
藤
堂
藩
の
郷
土
制
度
、
特
に
伊
賀
固
に
お
け
る
|
」
、
経
済
史
研
究
一
六

i
四、

(
川
崎
)
久
保
文
雄
「
伊
賀
国
無
足
人
制
度
の
考
察
」
日
本
史
研
究
一
五
、
一
九
五
三

(
部
)
前
掲
(
川
内
)

〈
部
〉
前
掲
(
担
)

(
釘
)
谷
阿
武
雄
・
福
永
正
三
「
伊
賀
国
条
皇
制
の
諸
問
題
」
、
人
文
地
理
二
ハ

l
六、
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(
路
)
前
掲
(
幻
)

(
却
)
村
松
繁
樹
「
伊
賀
に
お
け
る
緊
落
の
研
究
」
、
『
小
川
博
士
還
暦
記
念
史
学
地
理
学
論
叢
』
、
一
九
三

O

(ω)
福
永
正
一
-
一
(
谷
岡
武
雄
監
修
)
『
秘
蔵
の
国
|
伊
賀
路
の
歴
史
地
理
|
』
、
地
人
書
房
、
一
九
七
二

(
出
)
上
野
市
古
文
献
刊
行
会
編
『
宗
国
史
』
、
「
封
彊
士
山
」
、
一
九
八
二
、
上
巻
四
八
三
頁

(
招
)
前
掲
(
剖
)
、
「
封
彊
士
山
」
、
伊
賀
志
、
上
巻
五
二
ハ

1
五
二
八
頁

(
お
)
木
村
礎
『
旧
高
旧
領
取
調
様

l
近
畿
編

l
h
近
藤
出
版
社
、
一
九
七
七

(
担
)
沢
家
文
書
(
伊
賀
町
川
束
、
沢
慶
憲
民
蔵
〉

(
お
)
山
澄
元
「
近
世
『
郷
』
の
歴
史
地
理
学
的
意
義
」
、
『
織
田
武
雄
先
生
退
官
記
念
人
文
地
理
学
論
叢
』
、

六
五
八
頁

(
お
)
た
と
え
ば
、
伊
賀
北
部
は
、
北
柚
(
玉
滝
柏
)
、
南
部
は
南
柏
(
板
縄
柏
)
と
よ
ば
れ
る
森
林
地
帯
で
あ
っ
て
、
石
母
国
正
の
研
究
に
詳
し
い
。

な
お
こ
の
地
域
で
の
山
畑
に
よ
る
農
業
開
発
に
つ
い
て
は
、
問
中
豊
治
「
焼
畑
・
牧
・
牧
畑
と
日
本
畑
作
農
業
展
開
問
題
」
、
歴
史
地
理
学
紀
要

二
三
(
山
地
・
高
原
の
歴
史
地
理
)
、
一
九
八
二
、
八
五
|
一

O
六
頁
、
が
あ
る
。

(
幻
)
『
宗
国
史
』
、
「
国
約
志
」
の
慶
安
四
年
の
定
に
、

(
前
略
)

一
、
右
之
外
国
中
む
か
し
ぷ
す
ぢ
有
無
足
人
夫
役
令
用
捨
其
代
り
相
応
之
儀
可
申
付
候
縦
無
足
人
と
い
ふ
と
も
無
筋
者
ハ
地
下
並
可
為
事

(
後
略
)

と
あ
り
、
「
有
筋
」
の
有
力
郷
土
と
「
無
筋
」
の
郷
土
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。

(
お
)
前
掲
(
3
)
、
(
6
)
、
(
7
)

(
拘
)
大
庄
屋
管
轄
区
と
し
て
は
、
金
井
円
「
大
庄
屋
の
行
政
区
域
に
つ
い
て
|
備
前
藩
の
場
合

l
」
、
史
学
雑
誌
六
一

l
一
、
一
九
五
三
、
若
林

喜
三
郎
「
加
賀
藩
の
十
村
・
村
肝
煎
制
度
の
成
立
過
程
」
、
史
林
四
二
|
五
、
一
九
五
九
、
な
ど
の
研
究
が
あ
る
が
、
歴
史
地
理
学
で
は
、
歴
史

的
領
域
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
(
山
澄
元
「
近
世
・
明
治
初
期
に
お
け
る
歴
史
的
領
域
藩
政
村
か
ら
明
治
行
政
村
へ

l
」

人
文
地
理
一
七

l
一
、
一
九
六
五
)
。

(
却
)
『
名
張
市
史
』
、
一
九
七
四
、
四

0
0
1四
O
一一貝

柳
原
書
底
、

一
九
七
一
、
六
四
七

l
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無
足
人
と
大
庄
屋
と
の
か
か
わ
り
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
『
宗
国
史
』
、
「
国
約
士
山
」
に
、

無
足
人
二
男
以
下
万
衣
服
之
事

(
中
略
)

一
、
新
規
-
一
万
衣
服
之
免
許
願
候
者
ハ
先
祖
代
々
槌
成
無
足
一
一
而
侯
儀
其
居
村
惣
中
納
得
い
た
し
候
段
庄
や
年
寄
致
加
判
願
書
大
庄
や
迄
差
出

猶
又
槌
成
無
足
人
筋
-
一
而
候
段
大
圧
や
吟
味
之
上
願
書
役
所
へ
差
出
可
申
事

享
保
六
辛
丑
歳
五
月
十
九
日

右
書
附
大
庄
屋
共
へ
相
渡

と
あ
り
、
無
足
人
の
新
規
登
用
を
大
圧
屋
が
と
り
つ
ぐ
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

(
必
)
『
宗
国
史
』
、
「
国
約
士
山
」
、
三
六
五
頁

(
必
)
近
世
中
期
に
お
け
る
二
村
の
集
落
規
模
は
、
『
宗
国
史
』
に
よ
る
と
、
梁
瀬
村
市
舗
、
五
回

O
戸
(
一
一
一
四
一
人
)
、
阿
保
村
、

O
八
人
)
で
あ
る
。

(
斜
)
『
宗
国
史
』
、
「
国
約
士
山
」
、
下
巻
三
六
五
頁

(
必
)
『
宗
国
史
』
、
「
国
約
志
」
、
下
巻
一
一
一
一
一

t
一一一一一一頁

(
必
)
上
野
市
立
図
書
館
蔵

(
円
制
)
前
掲
(
剖
)

(
H
U
)
 

一
五
七
戸
(
六




